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次

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
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等
の
届
出
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…
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一

○
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

○
北
杜
市
長
選
挙
及
び
北
杜
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
…
…
…
一
一

審
査
の
申
立
て
に
対
す
る
裁
決

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

四
月
二
十
一
日

号
外
第
三
十
一
号

火　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

友
雅
会
　

古
　
屋
　
雅
　
夫

手
　
島
　
宏
　
之
　

山
梨
市
七
日
市
場
八
一
六
│
七
　

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

三
月
二
日

三
月
六
日

政
友
会
（
岡
部
政
幸
後
援
会
）

木
　
下
　
　
　
勲

酒
　
井
　
重
　
幸
　

北
都
留
郡
丹
波
山
村
八
一
一
│
二
　

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

三
月
十
六
日

三
月
十
六
日

古
屋
弘
和
を
支
援
す
る
会
　

竹
　
川
　
一
　
雄

竹
　
川
　
昭
　
司
　

山
梨
市
小
原
東
九
七
七
　

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

三
月
二
十
三
日

三
月
二
十
三
日

山
梨
県
理
学
療
法
士
連
盟
　

長
　
沢
　
寿
　
昭

樋
　
川
　
政
　
雄
　

笛
吹
市
石
和
町
八
田
三
三
〇
│
五
　

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

四
月
十
日

四
月
十
三
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

二

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新
　

斉
　
藤
　
智
　
雄

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

自
由
民
主
党
境
川
支
部

旧
　

沼
　
田
　
三
　
郎

三
月
一
日
　

三
月
四
日

新
　

横
内
正
明
を
支
援
す
る
韮
葉
同
志
　

甲
府
市
湯
村
三
│
二
│
三
八
　
ポ
レ
ス
タ
ー
湯
村
四

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

会

〇
三

旧
　

韮
葉
同
志
会

甲
府
市
千
塚
一
│
二
│
四
七
│
一
〇
二

三
月
十
二
日
　

三
月
十
二
日

新
　

久
保
田
恵
子

末
　
高
　
恭
　
子

南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
二
四
五
二
七
│
一

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

あ
ゆ
み
の
会

旧
　

高
　
村
　
リ
　
エ

小
池
満
寿
恵

南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
四
四
九
七

三
月
十
二
日
　

三
月
十
六
日

新
　

杉
　
本
　
友
　
栄

上
野
原
市
秋
山
九
四
五
一

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

自
由
民
主
党
秋
山
支
部

旧
　

関
　
戸
　
武
　
利

上
野
原
市
秋
山
三
七
〇
二

三
月
十
六
日
　

三
月
十
六
日

新
　

渡
　
辺
　
英
　
明

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

勝
友
会

旧
　

郷
　
田
　
善
　
臣

三
月
十
六
日
　

三
月
十
六
日

新
　

清
水
源
次
郎

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

宝
友
会

旧
　

小
　
林
　
康
　
彦

十
二
月
一
日
　

三
月
二
十
四
日

新
　

篠

原

豊

明

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

山
梨
県
病
院
協
会
政
治
連
盟

旧
　

宮
　
川
　
晋
　
爾

四
月
一
日
　

三
月
二
十
五
日

新
　

金
　
丸
　
健
　
彦

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

今
沢
忠
文
後
援
会
（
昇
栄
会
）

旧
　

市
　
川
　
本
　
平

八
月
二
十
日
　

三
月
二
十
五
日

新
　

相

澤

　

豊

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

自
由
民
主
党
山
梨
県
宅
建
支
部

旧
　

衣
　
川
　
常
　
弘

六
月
九
日
　

三
月
二
十
六
日

新
　

古
　
屋
　
保
　
男

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

古
屋
保
男
後
援
会
（
親
保
会
）

旧
　

三
　
枝
　
行
　
雄

三
月
二
十
日
　

三
月
二
十
六
日

新
　

清

水

　

担

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

北
翔
会

旧
　

村
　
田
　
　
　
博

九
月
三
日
　

三
月
二
十
七
日

新
　

田
　
中
　
邦
　
司

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

自
由
民
主
党
双
葉
支
部



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

三

旧
　

三
　
浦
　
進
　
吾

十
二
月
一
日
　

三
月
二
十
七
日

新
　

名

執

昭

二

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

た
ん
ぽ
ぽ
の
会

旧
　

大
久
保
勝
雄

三
月
二
十
六
日
　

三
月
二
十
七
日

新
　

芹

沢

利

二

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

経
伸
会

旧
　

瀧
　
田
　
正
　
典

六
月
十
八
日
　

三
月
三
十
日

新
　

志
　
村
　
一
　
馬

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

横
内
正
明
を
支
援
す
る
正
明
会

旧
　

早
　
川
　
忠
　
男

三
月
二
十
五
日
　

三
月
三
十
日

新
　

若

尾

敏

夫

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

角
野
幹
男
後
援
会
幹
友
会

旧
　

笠
　
松
　
豊
　
乗

三
月
二
十
五
日
　

三
月
三
十
日

新
　

雨

宮

忠

澄

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

河
野
か
つ
ひ
こ
後
援
会

旧
　

窪
　
田
　
恵
　
男

三
月
二
十
七
日
　

三
月
三
十
日

新
　

荻
　
野
　
光
　
雄

窪
　
田
　
一
　
男

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

正
進
会

旧
　

大
久
保
公
雄

荻
　
野
　
謙
　
一

三
月
三
十
日
　

三
月
三
十
日

新
　

甲
府
市
宝
二
│
二
七
│
三

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

信
雅
会

旧
　

甲
府
市
宝
二
│
二
七
│
六

一
月
一
日
　

三
月
三
十
一
日

新
　

塩

澤

芳

幸

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

深
澤
永
雄
後
援
会

旧
　

矢
　
崎
　
雅
　
司

三
月
二
十
七
日
　

三
月
三
十
一
日

新
　

末

木

好

臣

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

税
理
士
に
よ
る
臼
井
成
夫
後
援
会

旧
　

網
　
倉
　
喜
　
雄

三
月
三
十
日
　

三
月
三
十
一
日

新
　

中

村

道

子

村

上

敏

子

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

新
し
い
上
野
原
を
創
る
会

旧
　

村
　
上
　
敏
　
子

小
　
俣
　
敬
　
子

三
月
三
十
日
　

三
月
三
十
一
日

新
　

甲
府
市
大
里
町
二
三
五
│
二
│
六
〇
一

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

お
ぎ
は
ら
隆
宏
後
援
会

旧
　

甲
府
市
大
里
町
二
三
五
│
二
│
四
〇
二

三
月
三
十
日
　

三
月
三
十
一
日

新
　

戸

栗

和

広

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

赤
池
誠
章
後
援
会

旧
　

高
　
橋
　
晴
　
子

三
月
三
十
一
日
　

三
月
三
十
一
日

新
　

高

村

権

児

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

四

権
和
会

旧
　

後
　
藤
　
徳
　
男

三
月
二
十
日
　

四
月
二
日

新
　

吉
翔
会
　

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

旧
　

川
村
吉
則
後
援
会

四
月
一
日
　

四
月
二
日

新
　

自
由
民
主
党
２１
世
紀
明
る
い
社
会

芦
　
澤
　
健
　
拓

望

月

光

裕

甲
府
市
朝
日
一
│
七
│
一
四
ト
ミ
タ
ビ
ル
四
階

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

を
創
る
会
山
梨
支
部

旧
　

自
由
民
主
党
２１
世
紀
山
梨
を
つ
く

依
　
田
　
　
　
優

芦
　
沢
　
健
　
拓

南
巨
摩
郡
身
延
町
常
葉
八
〇
九

四
月
一
日
　

四
月
六
日

る
会

新
　

服

部

杏

子

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

服
部
光
雄
後
援
会

旧
　

内
　
尾
　
和
　
隆

四
月
一
日
　

四
月
七
日

新
　

原

田

喜

文

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

民
主
党
山
梨
県
第
２
区
総
支
部

旧
　

森
　
下
　
英
　
夫

四
月
五
日
　

四
月
九
日

新
　

原

田

喜

文

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

豊
山
会

旧
　

森
　
下
　
英
　
夫

四
月
五
日
　

四
月
九
日

新
　

白

倉

政

司

篠

原

秀

彦

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

山
梨
県
土
地
改
良
政
治
連
盟

旧
　

奈
　
良
　
明
　
彦

中
　
沢
　
美
　
孝

四
月
一
日
　

四
月
九
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

石
川
ひ
さ
し
後
援
会
「
壽
（
こ
と

近

藤

春

夫

　

野

田

友

一

南
ア
ル
プ
ス
市
上
宮
地
三
二
〇
〇
│
一
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

ぶ
き
）
会
」

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
六
日

増
穂
の
自
然
を
語
る
会
　

神

田

康

弘

神

田

礼

子

南
巨
摩
郡
増
穂
町
舂
米
三
三
五
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
六
日

桐
戸
朝
光
後
援
会
「
桐
友
会
」

桐
　
戸
　
朝
　
光
　

深
沢
一
二
三

南
巨
摩
郡
身
延
町
三
沢
一
九
八
四
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
十
日

日
本
共
産
党
亀
ヶ
川
正
広
後
援
会

小

堀

和

子

野

田

伸

二

南
ア
ル
プ
ス
市
加
賀
美
三
二
六
八
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
二
十
三
日

林
ひ
ろ
き
後
援
会
　

林

　

弘

尉

林

　

弘

記

韮
崎
市
穴
山
町
四
二
八
二
│
一
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
二
十
四
日

山
梨
小
泉
あ
き
お
会
　

月
下
部
裕
丈

野

村

之

彦

　

富
士
吉
田
市
小
明
二
〇
五
八
西
方
寺
内
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
二
十
五
日



山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第

十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

五

伸
志
の
会

柳

沢

暢

幸

石

原

彦

八

甲
府
市
中
央
三
│
一
〇
│
一
五
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
二
十
五
日

ひ
ま
わ
り
の
会
　

米

山

伸

一

小
林
さ
い
子

甲
府
市
白
井
町
六
六
三
│
一
　

平
成
十
九
年
　

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日
　

三
月
二
十
六
日

山
本
栄
彦
を
支
援
す
る
栄
山
会
　

磯

村

　

修

　

石

原

　

篤

甲
府
市
朝
日
二
│
五
│
五
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
二
十
七
日

依
田
光
弥
後
援
会
光
和
会
　

池

上

芳

広

横

尾

　

直

南
巨
摩
郡
身
延
町
梅
平
一
三
一
八
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
二
十
七
日

春
風
会
　

山

丸

　

実

野

中

照

雄

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
五
一
〇
│
二
四
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
二
十
七
日

相
澤
正
子
と
共
に
笛
吹
市
の
未
来

古

屋

繁

子

中
村
喜
代
子

笛
吹
市
八
代
町
南
三
三
〇
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

を
創
る
「
正
風
会
」

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
二
十
七
日

鈴
和
会
　

小

林

政

雄

鈴

木

　

武

北
杜
市
長
坂
町
中
丸
一
七
八
〇
　

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
日
　

三
月
三
十
一
日

学
友
倶
楽
部
　

永

井

　

学

笹

本

貴

之

甲
府
市
丸
の
内
三
│
一
四
│
一
〇
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

十
二
月
三
十
一
日
　

三
月
三
十
一
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
富
士
吉
田
市

秋

山

隆

信

宮

下

完

尓

富
士
吉
田
市
下
吉
田
二
四
五
　

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

第
二
支
部

三
月
三
十
一
日
　

三
月
三
十
一
日

日
本
共
産
党
・
山
崎
喜
美
後
援
会

竹

田

昌

宏

河

西

春

子

大
月
市
笹
子
町
黒
野
田
一
七
五
一
　

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

三
月
二
十
二
日
　

四
月
六
日

東
新
会
　

天

野

丈

重

長

瀬

正

仁

甲
府
市
中
村
町
一
四
│
一
八
　

平
成
二
十
年
　

平
成
二
十
一
年

十
二
月
二
十
五
日
　

四
月
七
日

税
理
士
に
よ
る
中
島
真
人
後
援
会

中

島

　

茂

末

木

好

臣

甲
府
市
中
央
二
│
一
一
│
二
三
　

平
成
二
十
一
年
　

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日
　

四
月
八
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
取
消
届

氏
　
　
　
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
取
消
年
月
日

届
出
年
月
日

桐

戸

朝

光

身
　
延
　
町
　
長

桐
戸
朝
光
後
援
会
「
桐
友

南
巨
摩
郡
身
延
町
三
沢
一
九
八
四

桐

戸

朝

光

平
成
二
十
年

平
成
二
十
一
年

会
」

十
二
月
三
十
一
日

三
月
十
日

永

井

　

学

山
梨
県
議
会
議
員

学
友
倶
楽
部

甲
府
市
丸
の
内
三
│
一
四
│
一
〇

永

井

　

学

平
成
二
十
年

平
成
二
十
一
年

十
二
月
三
十
一
日

三
月
三
十
一
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

六

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

七



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

八



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

九



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

一
〇



山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支

に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
自
由
民
主
党
山
梨
県
理
容
生
活
衛
生
同
業
組
合
支
部
及
び
山
梨
県
理
容

政
治
連
盟
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
の

要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
中
、
自
由
民
主
党
山
梨
県
理
容
生
活
衛
生
同
業
組
合
支
部
の
う
ち
２
中

「
ア
　
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費
　
１
６，

２
０
０
円６

人
」
を

「
イ
　
寄
附
　
　
　
　
　
１
６，

２
０
０
円

（
ア
）
寄
附
　
　
　
　
　
１
６，

２
０
０
円

ｃ
　
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
　
１
６，

２
０
０
円
」
に
改
め
、「
合
計
　
１
６，

２
０
０
円
」

の
次
に
次
の
と
お
り
加
え
る
。

﹇
寄
附
の
内
訳
﹈

ウ
　
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
　
　
　
　
１
６，

２
０
０
円

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金
　
　
額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
６，

２
０
０
円

小
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
６，

２
０
０
円

山
梨
県
理
容
政
治
連
盟
の
う
ち
１
中「（
２
）
支
出
総
額
　
４
２
４，

３
１
５
円
」を「（
２
）
支
出
総
額

４
４
０，

５
１
５
円
」
に
、「（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額
　
５
６
２，
４
６
８
円
」
を
「（
３
）
翌
年
へ

の
繰
越
額
　
５
４
６，

２
６
８
円
」
に
、
同
政
治
団
体
の
う
ち
２
中
「
イ
　
政
治
活
動
費
　
４
２
４，

３
１
５
円
」
を
「
イ
　
政
治
活
動
費
　
４
４
０，

５
１
５
円
」
に
、「（
オ
）

寄
附
・
交
付
金
　
３

７
３，

０
０
０
円
」
を
「（
オ
）

寄
附
・
交
付
金
　
３
８
９，

２
０
０
円
」
に
、「
合
計
　
４
２
４，

３
１
５
円
」
を
「
合
計
　
４
４
０，

５
１
５
円
」
に
、「（
う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交

付
金
に
係
る
支
出
）

３
７
３，

０
０
０
円
」
を
「（
う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付

金
に
係
る
支
出
）

３
８
９，

２
０
０
円
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

平
成
二
十
年
十
一
月
十
六
日
執
行
の
北
杜
市
長
選
挙
及
び
北
杜
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
選
挙
の
効

力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
一
号
　
　
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

一
一

「
ア
　
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費
　
１
６
，
２
０
０
円
６
人
」

「
イ
　
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
６
，
２
０
０
円

（
ア
）
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
６
，
２
０
０
円

ｃ
　
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
　
１
６
，
２
０
０
円
」

「
合
計
　
１
６
，
２
０
０
円
」

［
寄
附
の
内
訳
］

ウ
　
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
６
，
２
０
０
円

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金
　
　
額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
６
，
２
０
０
円

小
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
６
，
２
０
０
円

「（
２
）
支
出
総
額
　
４
２
４
，
３
１
５
円
」
「（
２
）
支
出
総
額

４
４
０
，
５
１
５
円
」

「（
３
）
翌
年
へ
の
繰
越
額
　
５
６
２
，
４
６
８
円
」
「（
３
）
翌
年
へ
の

繰
越
額
　
５
４
６
，
２
６
８
円
」

「
イ
　
政
治
活
動
費
　
４
２
４
，

３
１
５
円
」

「
イ
　
政
治
活
動
費
　
４
４
０
，
５
１
５
円
」

「（
オ
）

寄
附
・
交
付
金
　
３

７
３
，
０
０
０
円
」

「（
オ
）

寄
附
・
交
付
金
　
３
８
９
，
２
０
０
円
」

「
合
計
　
４
２
４
，

３
１
５
円
」
「
合
計
　
４
４
０
，
５
１
５
円
」

「（
う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交

付
金
に
係
る
支
出
）

３
７
３
，
０
０
０
円
」

「（
う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付

金
に
係
る
支
出
）
３
８
９
，
２
０
０
円
」



山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

裁
　
　
決
　
　
書

山
梨
県
北
杜
市
高
根
町
下
黒
澤
四
〇
七
五
番
地
一
三

審
査
申
立
人
　
片
桐
秀
治
（
七
十
二
歳
）

右
審
査
申
立
人
か
ら
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
付
け
で
提
起
さ
れ
た
平
成
二
十
年
十
一
月
十
六
日

執
行
の
北
杜
市
長
選
挙
及
び
北
杜
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に

関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
当
委
員
会
は
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

主
　
　
文

本
件
審
査
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

第
一
　
審
査
申
立
て
の
要
旨
及
び
理
由

審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。）
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
十
六
日
執
行
の
北
杜
市

長
選
挙
及
び
北
杜
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
以
下
「
本
件
各
選
挙
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
選
挙
の

効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
し
、
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日
に
北
杜
市
選
挙
管
理
委
員
会
（
以

下
「
市
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
対
し
て
異
議
の
申
出
を
し
た
が
、
市
委
員
会
は
、
平
成
二
十
一
年

二
月
十
七
日
、
こ
の
異
議
申
出
を
棄
却
す
る
決
定
（
以
下
「
原
決
定
」
と
い
う
。）
を
行
っ
た
。

申
立
人
は
、
原
決
定
を
不
服
と
し
て
、
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。）

に
対
し
、
原
決
定
を
取
り
消
し
、
本
件
各
選
挙
を
無
効
と
す
る
旨
の
裁
決
を
求
め
る
と
と
も
に
、
予

備
的
に
、
仮
に
本
件
各
選
挙
が
有
効
で
あ
る
場
合
に
は
本
件
各
選
挙
の
当
選
人
の
当
選
を
無
効
と
す

る
旨
の
裁
決
を
求
め
て
審
査
の
申
立
て
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

申
立
人
の
審
査
申
立
て
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
審
査
申
立
書
、
反
論
書
等
に
従
っ
て
要
約
す

れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
自
治
法
」
と
い
う
。）

第
百
四
十

二
条
の
規
定
に
該
当
す
る
と
し
て
、
市
長
の
失
職
の
決
定
を
求
め
る
異
議
申
立
て
を
平
成
二
十
年

三
月
十
四
日
付
け
市
委
員
会
あ
て
行
っ
た
。
ま
た
、
自
治
法
第
九
十
二
条
第
二
項
に
該
当
す
る
議

員
及
び
自
治
法
第
九
十
二
条
の
二
に
該
当
す
る
議
員
に
つ
い
て
そ
の
失
職
の
決
定
を
求
め
る
異
議

申
立
て
を
平
成
十
九
年
二
月
二
十
六
日
付
け
、
平
成
二
十
年
六
月
十
一
日
付
け
及
び
平
成
二
十
年

六
月
十
八
日
付
け
北
杜
市
議
会
（
以
下
「
市
議
会
」
と
い
う
。）
あ
て
行
っ
た
。

こ
れ
ら
の
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
、
原
決
定
「
第
２
　
選
挙
管
理
委
員
会
の
判
断
（
１
）
前
段

に
お
い
て
、
自
治
法
第
百
四
十
三
条
及
び
自
治
法
第
百
二
十
七
条
に
規
定
さ
れ
る
失
職
の
決
定
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
当
該
議
会
の
自
主
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
権

限
で
あ
り
、
北
杜
市
の
住
民
で
あ
る
申
出
人
が
市
委
員
会
及
び
市
議
会
に
長
及
び
議
員
の
失
職
を

求
め
る
請
求
権
が
あ
る
と
は
、
法
律
上
ど
こ
に
も
規
定
が
な
い
と
し
て
い
る
の
は
、
行
政
不
服
審

査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
一
条
の
否
定
で
あ
り
、
最
高
裁
判
所
昭
和
二
十
九

年
二
月
二
十
六
日
判
決
の
否
認
で
あ
り
、
自
ら
の
職
務
の
否
定
・
否
認
で
あ
る
。

ま
た
、
原
決
定
「
第
２
　
選
挙
管
理
委
員
会
の
判
断
（
６
）」
に
お
い
て
、「
却
下
と
い
う
決

定
を
し
て
い
る
の
で
不
作
為
は
な
い
。」
と
し
て
い
る
が
、
申
立
人
が
平
成
十
九
年
二
月
二
十
六

日
付
け
市
議
会
あ
て
提
起
し
た
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
決
定
も
、
棄
却
も
せ
ず
、
不
作
為
が

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
原
決
定
は
、
心
裡
留
保
、
虚
偽
表
示
及
び
錯
誤
等
に
よ
り
無
効
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
異
議
申
立
て
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
委
員
会
及
び
市
議
会
は
失
職
の
決
定
を

行
っ
て
お
ら
ず
、こ
れ
ら
失
職
の
決
定
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
本
件
各
選
挙
が
執
行
さ
れ
た
こ
と
は
、

公
職
の
候
補
者
と
な
る
べ
き
権
利
を
有
す
る
「
住
民
な
い
し
選
挙
人
」
の
権
利
を
妨
害
し
た
違
法
、

不
法
な
行
為
を
す
る
不
作
為
が
あ
っ
た
。

二

市
委
員
会
は
、
選
挙
期
日
及
び
立
候
補
届
出
予
定
者
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て
、
市
広
報
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
新
聞
各
社
へ
の
情
報
提
供
等
の
方
法
に
よ
り
周
知
し
た
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
市
委
員
会
の
名
義
に
よ
る
告
示
は
な
く
、
市
広
報
に
つ
い
て
は
、
申
立
人
周
辺
に
は
配
布
さ

れ
て
お
ら
ず
、
一
部
地
域
に
配
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
周
知
す
る
以
上
は
、
選
挙
人
全
て
に
到

達
し
な
け
れ
ば
公
正
・
公
平
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

な
お
、
申
立
人
の
そ
の
他
の
主
張
は
い
ず
れ
も
、
本
件
各
選
挙
に
関
す
る
も
の
で
な
い
た
め
、
審

理
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
。

第
二
　
裁
決
の
理
由

当
委
員
会
は
、
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
そ
の
要
件
を
審
査
し
た
結
果
、
適
法
な
も
の
と
認
め
て
こ

れ
を
受
理
し
、
市
委
員
会
か
ら
弁
明
書
及
び
物
件
の
提
出
を
、
申
立
人
か
ら
反
論
書
の
提
出
を
そ
れ

ぞ
れ
受
け
、
慎
重
か
つ
厳
正
に
審
理
を
行
っ
た
。

一
　
選
挙
の
効
力
に
つ
い
て

選
挙
の
効
力
を
争
う
争
訟
に
お
い
て
、
選
挙
が
無
効
と
な
る
の
は
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
公
選
法
」
と
い
う
。）
第
二
百
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
選
挙
が

選
挙
の
規
定
に
違
反
し
て
行
わ
れ
、
か
つ
そ
の
規
定
違
反
が
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
」
と
は
、
主
と
し
て
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
が

選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合
又
は
直
接
そ
の
明
文
の
規
定

が
な
く
て
も
、
選
挙
法
の
基
本
理
念
た
る
選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
場
合

を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
四
日
最
高
裁
判
所
判
決
）。

ま
た
、
「
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
と
は
、
当
該
選
挙
の
規
定
に

違
反
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
選
挙
の
結
果
、
即
ち
候
補
者
の
当
落
に
、
現
実
に
生
じ
た

と
こ
ろ
と
異
な
っ
た
結
果
の
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
二
十
九

年
九
月
二
十
四
日
最
高
裁
判
所
判
決
）。
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こ
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
、
本
件
各
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
つ
い
て
判
断
す
る
。

一

申
立
理
由
一
に
つ
い
て

自
治
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
、
自
治
法
第
百
四

十
二
条
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。
こ
れ
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
当
該
普
通
地

方
公
共
団
体
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
こ
れ
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。ま

た
、
自
治
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
が

自
治
法
第
九
十
二
条
の
二
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。
こ
れ
に
該
当
す
る
か
ど
う

か
は
議
会
が
こ
れ
を
決
定
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
失
職
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
議
員
の
資
格
決
定
の
発
案
権
は
、
議
会
を
構
成
す
る
議
員

に
専
属
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
長
に
つ
き
こ
の
決
定
を
す
る
権
限
は
、
当
該
地
方

公
共
団
体
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
自
主
的
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
専
ら
そ
の
専
権
に
属
す
る
と

い
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
五
十
四
年
七
月
二
十
七
日
大
阪
高
等
裁
判
所
判
決
）。

し
た
が
っ
て
、
申
立
人
が
本
件
各
選
挙
の
執
行
前
に
市
委
員
会
及
び
市
議
会
に
対
し
て
市
長

及
び
議
員
の
失
職
の
決
定
を
求
め
た
異
議
申
立
て
は
、
法
令
に
基
づ
か
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
原
決
定
も
前
掲
判
決
と
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
観
点
に
立
っ
て
判
断
し
て
お
り
、
原

決
定
の
取
り
消
し
を
求
め
る
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。
な
お
、
平
成
十
九
年
二
月
二

十
六
日
付
け
市
議
会
あ
て
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
不
作
為
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
当

該
不
作
為
を
も
っ
て
選
挙
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
申
立
人
の
主
張
に
は

理
由
が
な
い
。

ま
た
、
本
件
各
選
挙
の
執
行
に
あ
た
り
、
法
令
に
基
づ
か
な
い
異
議
申
立
て
に
対
し
て
失
職

の
決
定
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
選
挙
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ

ず
、
公
職
の
候
補
者
と
な
る
べ
き
権
利
を
有
す
る
「
住
民
な
い
し
選
挙
人
」
の
権
利
を
妨
害
し

た
違
法
、
不
法
な
行
為
を
す
る
不
作
為
が
あ
っ
た
と
す
る
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

二

申
立
理
由
二
に
つ
い
て

市
委
員
会
は
、
本
件
各
選
挙
の
執
行
期
日
を
定
め
た
後
、
報
道
機
関
等
に
選
挙
に
関
す
る
情

報
を
提
供
し
、
市
広
報
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
市
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
及
び
回
覧
板
に
よ
る
周
知

を
行
っ
て
い
る
。
市
広
報
に
つ
い
て
は
、
区
長
、
自
治
会
長
及
び
班
長
を
通
し
て
行
政
区
加
入

世
帯
に
配
布
し
て
お
り
、
行
政
区
未
加
入
世
帯
に
つ
い
て
は
市
役
所
及
び
各
支
所
に
補
完
措
置

を
し
て
お
り
、
一
部
地
域
に
配
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な

い
。ま

た
、
市
委
員
会
は
、
本
件
各
選
挙
の
期
日
に
つ
い
て
、
公
選
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
同
条
第
五
項
第
四
号
に
定
め
る
期
日
で
あ
る
平
成
二
十
年
十
一
月
九
日
に
告
示

し
て
お
り
、
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

二
　
当
選
の
効
力
に
つ
い
て

当
選
の
効
力
に
関
す
る
争
訟
に
お
け
る
「
当
選
の
無
効
事
由
」
に
つ
い
て
は
、
当
選
無
効
は
当

該
選
挙
が
有
効
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
（
当
選
無

効
）
原
因
と
な
り
得
べ
き
違
法
事
由
に
は
、
当
該
当
選
人
決
定
に
つ
い
て
の
違
法
即
ち
、
当
選
人

を
決
定
し
た
機
関
の
構
成
や
決
定
手
続
き
の
違
法
、
各
候
補
者
の
有
効
得
票
数
の
算
定
の
違
法
、

当
選
人
と
な
り
得
る
資
格
の
有
無
の
認
定
に
関
す
る
違
法
等
の
み
が
こ
れ
に
当
た
る
も
の
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
（
平
成
四
年
十
二
月
十
七
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、

本
件
各
選
挙
に
お
い
て
、
当
選
人
の
決
定
に
違
法
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

三

以
上
の
と
お
り
、
原
決
定
を
取
り
消
し
、
本
件
各
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
無
効
及
び
本
件
各
選

挙
の
当
選
人
の
当
選
の
無
効
を
求
め
る
申
立
人
の
主
張
に
は
、
い
ず
れ
も
理
由
が
な
い
。

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
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十
一
日
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